
競争入札参加申請に伴う誓約事項に係る注意 

 

本件工事の競争参加資格確認申請者は、競争参加資格確認申請をもって、次のとおり誓約したもの

とみなしますので、ご自分の資格をよく確認してから申請してください。  

 

 

 

 誓 約 事 項 

 

当社（私）は、本件工事の競争参加資格確認申請期限において、次のすべての事項に該当するこ

とを誓約します。 

なお、誓約後に次のいずれか１つ以上に該当しないこととなった場合は、本件入札を辞退します。  

 

１ 地方自治法施行令第 167条の４の規定（成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産者で復権を  

得ない者等）に該当しない者であること。 

 

２ ２年以内に手形交換所の取引停止処分を受けている者でないこと。 

※ 取引停止処分を受けても、その後、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の決定後、改めて神奈川県の競争入札参加資格の再認定を受けている場合は除

きます。 

 

３ ６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。 

※ 不渡手形等を出しても、その後、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく

再生手続開始の決定後、改めて神奈川県の競争入札参加資格の再認定を受けている場合は除き

ます。 

 

４ 債務の不履行により、所有する資産に対し、仮差押え、保全差押え又は差押えの命令及び競売 

手続の開始決定を受けている者でないこと。 

 

５ 事業税、消費税、地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

６ 社会保険等加入建設業者であること。 

※ 社会保険等とは、健康保険、年金保険及び雇用保険を言います。加入の義務がない場合は除

きます。 

 

７ 本件工事が技術者を専任で配置しなければならない場合、専任で配置できる技術者を有してい 

ること 


